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静岡県島田土木事務所、藤枝市

都市計画道路志太中央幹線の道路整備を進めています。≪藤枝市版≫
日頃から、静岡県及び藤枝市の行政に御理解と御協力を頂き、誠にありがとうございます。
地域の皆様に志太中央幹線に関してお知らせする広報誌（第３号）を作成しましたので、ご覧いただ
ければ幸いです。季節ごと（年４回程度）の発行を予定しておりますので、どうぞよろしくお願いいた
します。今回は、西益津小中学校がある田中城跡を通り、田園風景を眺めながら静岡県立藤枝西高等学
校方面へ南進する、藤枝市施工区間の立花・田中工区について、現在の進捗状況等をご説明いたします。

＜発行元お問合せ先＞
静岡県 島田土木事務所 都市計画課
TEL：0547-37-4181 FAX：0547-37-5335

藤枝市 都市建設部 基盤整備局 道路課
TEL：054-643-3169 FAX：054-643-3280

志太中通信
し だ ちゅう つう しん

※本紙にお示ししたものは現時点での計画であり、今後、関係者との協議等により変更する場合があります。（令和７年１月発行）
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道路の整備予定箇所の、現
在の状況の測量や、これか
らの事業計画の予定を検討。

当初の都市計画決定につい
て、現在の道路利⽤や交通
形態に配慮した内容に変更。

道路整備の基礎となる、交
通量調査や地質調査、構造
検討の設計を実施。

道路整備事業として、国の
交付⾦を活⽤して、事業に
着手しました。

道路整備予定箇所の詳細な測量と地質調査、道路や六間川に架かる橋の設計を⾏
うとともに、軟弱な地盤に対する⼯法検討を⾏い、災害に強く、緊急時に活⽤で
きる構造の設計を⾏う。

事業に必要となる⼟地について、公共の⽤地と⺠間の所有地の境に、境界杭や境
界プレートを設置して、その⼟地の所有者の方に、現地で⼟地の境界を確認して
いただきます。

地権者の方ごとに図⾯や資料を⽰しながら、補償内容と額（費⽤）を説明します。
３次元モデル（上図参照）の資料で、どれくらい⽤地がかかるのか、どれくらい
残る⼟地があるのか等、様々な角度からイメージを⾒ることができます。

補償内容にご納得いただいた方と契約を締結いたします。その後、７割を限度に
お支払いした補償⾦により、買収させていただいた範囲内の物件を収去していた
だきます。収去確認後、残⾦のお支払いを⾏い、⼟地の引き渡しとなります。
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事業で必要な⼟地に建物、⼯作物、⽴⽊等の物件がある場合は、移転に必要な費
⽤、補償額算定のため現地で調査を⾏います。結果と定められた補償基準に基づ
き補償内容と額（費⽤）を算定します。（年度毎に額の⾒直しを⾏います。）

進捗状況と今後の予定

（令和５年４月）

買収させていただいた⼟地の延⻑が⼀定の距離になった区間から部分的に⼯事に
着手します。最初は道路と⺠間の所有地の境に側溝を設置する⼯事から⾏う予定
で、⼀⽇も早く道路本体の⼯事に取りかかれるよう事業の進捗を図ります。

（令和４年３月）

大手交差点

藤枝北高

３次元モデルイメージ図


